
大

H
川
年
ハ
月
ニ

r
一
日
第
三
種
蝉
催
物
認
可
一
M
W
月
一
一
同
一
伺
髄
r汀
}

干す電車E 日一一 F三章二二勾~ ，;-，，-"l~日日空・

(襲

帯

蟻

繕
旗

開
設
計
一
ミ
の
税
積
責
措
の
均
衡
・
・
・
・
・
法
畢
博
士
榊
戸
正
雄

蓄
積
理
論
の
修
正
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
丈
畢
博
士
高
田
保
馬

局
替
心
理
説
陰
謀
一
一
切
基
本
的
理
論
・
・
・
・
文
皐
博
士
米
国
庄
太
郎

土品

目珊
院

町

鎗

側

局
幹
相
場
ご
闘
内
物
憤
ご
の
閥
係
-
-
同
投
票
博
七
谷

IJ 

吉

彦

ヂi

門
官

平
均
刊
潤
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
済
感
士
柴
田
敬

職

業

上

の

祉

曾

的

地

位

・

・

・

・

笠

宮

十

土

岡

崎

文

規

舶
舶
超
過
保
険
成
立
の
根
披
に
い
っ
て
師
二
府
県
土
佐
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一
千

読
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崎
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古
川
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一
一
叩
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共
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組
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組
織
・
-
m
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Z
Z

百
貨
屈
の
園
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お
け
る
意
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経
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荷
乙
遠
洋
汽
船
総
業
に
於
け
る
抽
同
船
共
有
組
合
白
内
部
組
織

誌
記

一
吉
田

~e 

調
乙
遠
洋
汽
般
抽
出
業
に
於
け
る

漁
船
共
有
組
合
の
内
部
組
織

1開

i宇和

~& 

旺王

:1青

濁
乙
近
代
遠
洋
漁
業
は
共
成
立
山
首
初
か
ら
主
と
し
て
株
式
曾

枇
企
業
と
し
て
位
置
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
他
方
乙
れ
と
相
並
ん
で
共

同
組
合
の
一
形
魁
た
る
漁
船
共
有
組
合
が
有
し
て
ゐ
る
O

(

左
表

参
照
)
漁
業
経
替
組
織
の
類
型
を
明
か
に
し
、
共
等
諸
類
塑
の

漁
業
経
済
閥
係
の
分
析
を
試
み
る
乙
と
を
以
て
、
水
産
経
済
研

究
上
蛍
商
の
準
備
的
た
仕
事
と
し
て
ゐ
る
私
は
、
以
下
と
の
組

合
組
織
に
就
き
若
干
の
考
察
を
加
へ
よ
う
と
忠
ふ
。
加
之
、
後

に
附
記
す
る
如
く
近
時
我
邦
に
も
漁
業
規
模
の
撲
大
に
伴
ひ
此

種
漁
業
組
織
が
漸
増
の
傾
向
に
あ
り
、

B
つ
我
邦
漁
業
の
現
勢

か
ら
推
し
て
此
種
組
織
の
愛
建
が
近
海
・
遠
洋
漁
業
の
禁
展
を

第
三
十
六
巻

四

戸、

第
二
就

四

貸
す
べ
き
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
+
敢
に
四
割
乙

の
そ
れ
に
就
き
て
研
究
を
試
み
る
と
と
は
必
や
し
も
無
用
で
は

た
か
ら
う
。
但
本
稿
は
濁
乙
漁
業
経
済
全
健
と
の
聯
闘
に
於
て

此
組
織
を
取
扱
は
う
と
す
る
に
非
宗
、
斯
か
る
全
躍
的
理
解
に

先
う
て
要
求
せ
ら
れ
る
個
別
的
研
究
を
試
み
よ
う
と
す
る
に
他

た
ら
血
。
遠
洋
抽
出
業
に
於
仙
り
る
此
抽
出
酷
共
有
組
合
の
組
織
は
翠

rm. 
~I~ t: 

似h
JVi' 
手l
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イ~~:
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め
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み
も(~.

.ι. 
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lifi 
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同
定
・
流
動
資
本
を
擁
し
て
賃
漁
業
献
労
働
者
を
雇
傭
し
、
共
全
漁

獲
物
責
揚
金
を
牧
得
す
る
漁
企
業
経
替
の
組
織
で
ど
も
あ
る
。

故
に
そ
れ
は
、
漁
業
生
産
部
面
を
経
過
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
自

ら
晴
殖
す
る
資
本
の
運
動
の
組
織
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
必
ら

ね
。
従
っ
て
此
組
織
の
個
別
的
考
察
も
、
斯
か
る
漁
業
資
本
が

自
ら
機
能
し
始
め
る
に
先
っ
て
一
胞
と
し
で
組
成
せ
ら
る
L
様

式
と
、
資
本
機
能
が
具
艦
的
に
頴
れ
る
内
部
的
過
程
と
の
二
面

を
研
究
せ
ね
ば
ゑ
ら
ね
、
蓋
近
代
経
済
機
構
に
あ
っ
て
は
資
本

K
就
い
て
共
機
能
と
所
有
と
は
別
個
の
範
暗
に
属
す
る
か
ら
で

あ
る
。
併
し
.
本
稿
は
共
考
察
を
濁
乙
遠
洋
漁
業
に
於
け
る
姿
本

の
こ
の
特
殊
た
組
成
様
式
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
範
闇
に
限
る
。

E Br~ndt， L. 0.， "Die Entwicklung der deutsc.hen Hochseefischerei in der 
Nordsee.“ JahTb. f. Nationalo. &: Statistik. rII Folge 14 Bd. 1897， S. II6. 
十九世紀後年期以後の濁乙機業俊民を意味する。
拙稿「焼津鰹漁業に於ける舵仲組織」経済論叢三四傘四務。2) 
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漁

港
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臣
官
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由
ロ

ι
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ノ、

七

岡
山
田
自
耳
r宮内ロ

五

k
r
p
o
ロP

~ 
r、

品
岡
山
汽
治
共
何
削
凸
口
は
、

株
式
と
立
呉
れ
る
隊
式

C
小
額
資
金

の
醐
尚
一
を
以
て
多
数
資
本
家
が
一
慌
の
汽
船
漁
業
の
設
立
に
参

興
ず
る
仕
組
を
特
徴
と
せ
る
資
本
協
同
捜
に
し
て
、
此
等
参
輿

者
は
此
漁
企
業
財
産
に
謝
し
て
各
々
共
持
分
に
膝
じ
た
共
有
閑

係
に
立
つ
。
彼
等
は

回
円

r一
司
回
目
出
ユ
=
2・w

∞
円
}
】
戸
田
1

回
目

富
一
[
『
白
色
。

σ

四日・

2
H
ロ品。

と
呼
ば
れ
、

品各
ば人
れ竺
、 ロヨ

彼資
等は

みの漁

尋構時
ば成に
れせ針
るA、るす
。町組る

合持
は分

∞
門
町
一
回
日
間
M
P

ユ
(
司
恒
三
)

E
z
m
E
m
a
m
E
〈
若
〈
は
皐
に
宮
崎
宮
内
田
〉

近
代
汽
船
抽
出
企
業
の
一
と
し
て
此
共
有
組
合
般
主
の
成
立
し

現
存
す
る
主
た
る
理
由
は
次
の
二
に
要
約
せ
ら
れ
る
。

1
1
4
漁

業
規
模
の
掠
大
に
伴
へ
る
漁
業
資
金
殊
に
固
定
資
金
の
嵩
槍
と

濁
乙
遁
世
作
汽
般
漁
業
に
於
け
る
滋
婦
共
有
組
合
白
内
部
組
織

海
洋
漁
業
経
替
の
特
質
た
る
高
き
危
険
を
介
散
す
る
必
要
と
。

註
、
痛
乙
遠
洋
汽
船
漁
業
は
最
近
突
の
知
春
起
業
資
金
を
必
タ
ー
と
ナ

る
主
計
算
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
(
但
一
漁
汽
般
を
単
位
と
す
る
)

派固
動定
的的
漁漁
緩業
主幸手
資陵
L>-- ，....， 
烹汽
出般

車漁
室事
、__6'

四
三

l
四
五

0
0
0
O
M

六
1
入

O
O
O
M

八
|
一

0
0
0
O
M

一
O
l
一
二

0
0
0
1

b
品

斯
の
如
〈
法
制
仲
汽
艇
漁
業
は
、
其
全
資
金
の
約
九
六

μ以
上
が

設
備
ヰ
欧
K
回
定
化
し
て
高
波
め
資
木
構
成
を
消
噌
る
企
業
で
あ

る
か

b
、
今
宇
此
巨
額
の
資
金
を
一
資
木
家
の
投
資
に
倹
?
と
と

は
困
難
と
な

P
、
多
厳
資
本
家
白
資
金
結
合
に
よ

P
て
始
め
て
起

・
業
が
可
能
で
あ
る
。
加
之
、
遠
洋
漁
業
の
危
険
の
高
曹
と
と
は
、

総
業
へ
白
投
資
家
を
し
て
資
木
危
険
の
分
散
・
資
木
枕
金
白
平
均

を
得
ょ
う
と
努
力
せ
し
め
、
仮
令
一
資
木
家
が
能
〈
濁
カ
以
て
一

漁
艇
の
建
遺
資
金
を
蜘
ひ
得
る
と
し
て
も
、
彼
は
漁
業
戦
盆
不
確

貨
の
事
情
に
基
曹
、
一
隻
白
漁
汽
艇
を
一
己
の
企
業
財
産
と
し
て

所
有
ナ
る
よ
り
も
寧
ろ
其
資
金
を
多
数
漁
船
に
分
割
投
下
し
、
以

て
資
本
白
冒
す
危
険
を
分
散
し
資
本
白
享
け
る
政
盆
を
確
貰
な
b

し
め
よ
う
と
努
め
る
。
此
等
爾
理
由
が
、
其
意
養
に
於
て
左
程
重

要
な
ら
ざ
る
}
聯
由
一
他
の
理
由
主
共
に
、
株
式
含
枇
主
相
並
ん
で

此
共
有
組
合
が
漣
洋
漁
業
四
一
経
替
組
織
と
し
て
存
在
せ
る
根
本

北
海
出
漁
一
航
海

米
嶋
出
漁
一
航
海

パ

ν
ン
ト
出
漁
一
航
海

第
三
十
大
谷

第
二
時
踊

一
四
三

四
二
九

Jahresb町 ichte uber d ie Deutsche Fis1cherei， 1929，日.26.
Dr. Hu宰oReineke， tI Die Finanzierul:lg der Partenreedereien in der l-Iochseeι 
scherei“Zeitschrift fur lIande]swissens(・haftlicheForschung. 26 ]ahrgang. 4 
Hcft. s. 169・陀基〈。但般学よ理解 L;~I' 骨量』あるも其儲にして相〈。
濁乙商法四八九館以 F参照。
Dr. H. lo!.eineke， a. a.り.S. 171. 
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濁
乙
遠
洋
汽
艇
漁
業
に
於
け
る
漁
船
共
有
組
合
白
内
部
組
織

的
理
由
で
あ
る
。

き
れ
ば
少
く
と
も
現
在
で
は
漁
汽
舶
共
有
組
合
は
多
数
間
資

者
聞
に
共
持
分
額
に
於
て
著
き
懸
隔
た
き
乙
と
を
原
則
と
し
、

組
合
員
中
少
数
者
が
優
越
的
た
持
分
を
有
す
る
組
織
は
と
れ
を

民
一
=
叩
口
同
州
叩
目
白
叩
『
仏
と
稿
し
、
叉
二
人
の
共
同
出
資
に
成
れ
る
組

織
は
こ
れ
を
白
山
口
)
官
己

3
3主
"
L
」
棉
し
て
、
純
粋
の
怠
議
に

凡
で
卜
4
5
b
z
z
h
口ヒ、」
1
円
M
h
s
L

古
川
士
、
，
L

b
。

ト

M
M
i
v
h
d
v
s
u
n
-白
州
川
コ

J
'
1什
a
A
d
z

，L
口
v
r
t
v
'
ρ
J
f
e
d
A
J

漁
汽
舶
共
有
組
合
の
内
部
組
織
を
明
か
に
す
る
に
は
、
先
づ

多
数
組
合
員
中
此
組
合
を
組
織
す
る
に
営
っ
て
能
動
的
役
割
を

演
や
る
者
印
ち
比
較
的
多
額
の
出
資
を
た
し
て
特
に
秀
で
た
地

位
を
占
め
る
者
の
性
質
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
品
川
て
先

づ
第
一
に
組
合
設
立
殻
超
人
に
就
い
て
見
上
う
。
此
組
合
は
稀

に
は
組
合
設
立
を
主
た
る
目
的
と
せ
る
者
に
よ
っ
て
護
起
せ
ら

る
L

と
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
偶
然
的
友
議
起
人
に
よ
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
、
殻
超
人
の
中
に
は
自
ら
抱
け
る
資
金
の
漁
船

へ
の
投
下
を
一
吹
的
目
的
と
は
せ
宇
、
組
合
設
立
後
自
ら
其
代

表
舶
主
と
た
り
一
定
の
永
績
的
友
牧
入
を
得
む
が
震
に
、
組
合

第
一
一
一
十
六
巻

四コ一
O

第
二
放

四
四

設
立
に
能
動
的
に
参
興
す
る
者
も
あ
る
。
査
、
代
表
船
主
は
船

主
業
務
を
自
ら
搭
蛍
す
る
に
針
し
て
共
有
組
合
時
十
七
の
漁
業
総

牧
径
の
二
分
乃
至
三
分
を
享
け
る
が
、
而
も
と
の
代
奏
舶
主
手

営
金
(
閃
ミ
呂
田
司
F
E
S
Z色
2
-
5
4
E
S
'
ぇ
-
F
m
N
H
M
叫
ふ
た
る
や
、
漁

舶
の
出
漁
す
る
と
否
去
に
拘
ら
や
椛
定
的
た
も
の
と
し
て
彼
に

確
保
ぜ
ら
れ
ど
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
此
組
合
紬
主
は
此
代

:
k
b
司
令

f

司
、
k
〉
凡
3
F

‘

、

l
ドい

L
V
}
・

九

え

ι
1
h
L
コ・

4
4
!
L
h
a
〉

l

寸
志
告
さ
『
〈
原
告
岡
市
1
1
j
r
-
J
t
江
tJ

人
得
手
に
買
収
訓
山

f
ι
取

め
る
漁
業
利
お
の
持
八
刀
に
賂
じ
た
町
営
を
享
け
る

u
r
z
g
Q
e
 

g
H
8品
目
円
で
あ
る
が
、
前
者
は
代
表
舶
主
手
営
金
牧
得
を
目
的

と
す
る
特
殊
友
胎
主
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
組
合
設
立
務
超
人
と

し
て
能
動
的
に
働
き
、
後
に
白
ら
代
表
舶
主
と
成
る
者
は
如
何
。

一
漁
港
所
在
の
魚
卸
商
、
二
舶
長
、
口
J
A
A
仲
買
人
、
漁
業
用
品

商
等
が
共
主
た
る
も
の
で
あ
る
。

、ノ↑
漁
港
所
在
の
魚
卸
商
が
就
中
主
た
る
ζ

と
は
、
濁
乙
近
代
議
洋
漁

業
成
立
奥
の
一
一
良
が
ゲ
1
ス
テ
ミ
ユ

Y

デ
の
魚
商
司
-
F
E
D
名
を
印

せ
る
に
よ
っ
て
窺
知
し
得
る
如
〈
、
国
間
史
的
に
最
初
の
費
起
人
の
型
を

な
し
、
漁
港
の
魚
商
が
白
ら
原
始
斥
業
の
中
に
押
入
れ
る
遇
粍
を
知
貸

に
一
訴
し
て
ゐ
る
。
現
在
で
も
代
表
栂
主
中
最
多
搬
を
占
め

τ
ゐ
る
。

ω第

二
の
費
起
人
部
頬
と
し
て
船
長
を
奉
げ
る
と
と
が
出
来
る
が
、
彼
は
従

JIl;費目申陀、右炭、燃料、示、食喝品、入帯料、明夫勢管、泊構君帯金、下
骨骨・娯騎手賞、在員夫募集賞、諸組合費、総結保険料、 i漁網綱索補給積立金、沼、
船修覆積立金を含u'。
組合約欺に豊島め約定せられる。 Reinel{，a. a. O.日.I73・
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前
艇
長
た

p
し
と
い
ふ
に
止
宜

P
、
今
宇
代
表
締
主
と
な
り
て
替
利
主

陸
上
生
活
と
を
寅
現
し
よ
う
と
ナ
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
彼
は
最
早
自
ら

漁
艇
を
操
り
海
上
に
添
持
活
動
を
指
揮
す
る
に
非
ず
、
組
合
舵
主
を
代

表
し
て
商
人
的
指
翠
を
職
と
す
る
の
で
あ
る
。
司
J

費
超
人
中
に
は
更
に

，s
・、

漁
港
所
在
白
魚
仲
買
、
船
舶
仲
買
、
石
炭
商
等
商
人
が
見
出
さ
れ
る
が

彼
等
陀
あ
?
で
は
、
第
一
白
魚
卸
商
と
同
じ
〈
、
必
ず
し
も
般
主
業
務

引
受
の
み
が
俊
超
人
た
る
木
来
の
目
的
に
非
ず
、
後
に
説
〈
知
〈
向
己

の
取
扱
商
品
目
購
買
阪
責
の
機
曾
を
縮
保
せ
ん
と
す
る
商
人
的
目
的
こ

そ
彼
等
を
し
て
費
起
人
た
ら
し
め
る
動
機
で
あ
る
。

E
摘
の
資
金
を
戒
せ
る
銀
什
特
に
漁
港
所
窓
の
銀
行
と
雌

も
、
線
に
共
同
出
費
者
を
求
め
て
ゐ
る
組
合
滋
魁
人
と
投
資
目

を
探
し
て
ゐ
る
公
衆
と
の
仲
介
機
関
と
し
て
役
立
つ
に
過
ぎ

す3

一
般
に
自
ら
戒
す
る
資
金
を
以
て
積
極
的
に
組
合
設
立
を

登
起
す
る
と
と
は
友
い
、
何
者
、
此
組
合
は
共
企
業
形
態
の
特

殊
た
る
と
設
立
事
務
の
簡
易
た
る
た
め
銀
行
に
と
っ
て
設
立
者

と
し
て
の
有
利
な
活
動
を
た
ず
舞
蓋
を
開
い
て
ゐ
な
い
か
ら
、

と
言
は
れ
て
ゐ
弘
。
此
鮪
か
ら
見
て
も
、
此
組
合
船
主
の
組
織

は
‘
専
ら
大
小
銀
行
の
資
本
参
奥
に
よ
っ
て
設
立
せ
ら
れ
、
た
め

に
銀
行
資
本
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
る
株
式
曾
枇
漁
企
業

組
織
と
其
経
済
的
関
係
を
大
に
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

濁
乙
遠
洋
汽
船
漁
業
に
於
け
る
油
開
品
開
共
有
組
合
白
内
部
組
織

共
有
組
合
設
立
を
褒
超
し
、
自
ら
代
表
船
主
と
た
る
者
が
、

共
資
力
に
感
じ
て
多
数
漁
舶
に
就
き
て
代
表
を
粂
ね
得
る
と
と

は
、
前
掲
表
に
よ
っ
て
明
に
肴
取
し
得
る
所
で
あ
る
。

上
述
の
如
き
諸
部
類
の
護
超
人
以
外
に
彼
等
と
共
同
に
出
資

し
、
漁
汽
給
共
有
組
合
を
構
成
す
る
者
も
亦
諸
部
類
に
介
れ
る
。

勿
論
現
時
に
於
て
は
漁
港
所
在
の
魚
商
並
び
に
漁
業
用
品
商
が

主
た
る
地
位
を
占
め
℃
ゐ
る
が
、
此
外
に
小
額
の
貯
金
を
醜
出

す
る
漁
船
乗
組
員
(
船
長
連
関
士
等
)
や
、
漁
港
近
併
の
昨
海
地

F
P
:
E
丸一手
F
r
h
h
世
〉
宮
司
式
t
p
:
L斥
し
唄
一
.

プ
h
f
z
古
川
千
百
三
一
P

U

G
乃

F
E
A
l
-
f
f

村;

よ
〈

に
遁
じ
た
」
小
利
子
生
所
者
等
も
混
っ
て
ゐ
る
。
斯
く
て
、
分

散
せ
る
小
額
資
金
の
結
合
鰭
た
る
此
漁
船
共
有
組
合
の
組
合
員

は
、
草
に
漁
業
利
錠
の
配
営
に
奥
ら
む
が
た
め
に
出
資
せ
る
者

と
、
本
来
商
品
取
扱
業
者
に
し
て
自
己
の
商
品
費
込
に
つ
い
て

特
約
闘
係
を
結
ぶ
手
段
と
し
て
漁
船
持
分
を
保
有
す
る
者
と
に

類
別
せ
ら
れ
、
前
者
は
旦
〈
{
(
r
E
3
5
E
2・
後
者
は

F
5
5
g
g
B

苫
色
。
『
と
呼
ぶ
ら
所
諮
問
ロ
5
2
8
ヨ
o
E
2
は

巴一三品。ロ(芯ロ「・

の
資
格
に
於
て
は
何
等
の
利
集
配
営
を
享
け
得
空
る
揚
合
と
臨

も
、
な
ほ
且
つ
漁
業
経
替
と
永
績
的
な
取
引
上
の
特
約
を
結
ぶ

第
三
十
六
巻

第
二
競

四
三
一

一
四
五

Reinek， a. a. O. S. 174・
瀦乙遁津漁業合祉は其金融事情即ち銀特荒木主の閥係上り見で大様次の三者
に分れる。
(イ)燭乙の最大金融機関白直接参興に Jーって成立せる漁業株式含社、此種漁
業曾枕の背後には、在員培、魚市場、務純漁網製造雪量等漁業に関係ある一聯の
諸企業設立に資本多興する同一番〈 ιtHU系の有力銀行が控えてゐる。指乙主量
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窃
ゐ
遠
洋
汽
般
漁
業
に
於
け
る
漁
船
共
有
組
令
白
内
部
組
織

乙
と
に
よ
っ
て
商
業
上
の
特
殊
利
径
を
牧
め
得
る
の
で
あ
る
。

斯
の
如
く
漁
枯
れ
般
共
有
組
合
に
あ
っ
て
は
、
能
動
的
に
組
合

設
立
を
褒
起
す
る
者
は
一
冗
よ
り
、
爾
飴
の
共
同
出
費
者
の
中
に

あ
っ
て
も
一
般
に
上
述
の

]
{
口
【

2.0印
M
A
U
2
2
u与
21

が
軍
た
る
出
資

者
よ
り
も
共
数
及
び
持
分
に
於
て
高
き
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
の

が
現
欣
で
あ
る
。

四

上
掲
の
如
品
川
』
諸
部
類
の
組
合
員
を
有
つ
此
漁
何
般
共
有
組
合

で
は
、
資
金
合
成
に
参
興
す
る
出
資
者
の
教
は
甚
だ
多
く
、
従

っ
て
各
人
の
出
資
額
の
小
た
る
は
自
明
で
あ
る
。
加
之
、
狽
乙

で
は
英
国
の
如
く
共
有
船
主
定
数
制
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い

か
ら
「
出
資
者
数
も
持
分
額
も
共
に
各
漁
汽
舶
を
通
じ
て
極
め

て
国
b

で
あ
る
。

程
、
ゥ
y
テ
ル
エ
ル
ベ
及
び
ウ
ン
テ
ル
ず
エ
セ
ル
地
方
で
は
二
人
乃

至
百
八
人
白
出
費
者
数
を
有
す
る
滋
汽
船
が
あ

p
、
此
外
一
一
一
七
、

一
ム
ハ
九
、
一
七
凶
人
の
多
数
品
川
同
出
資
者
主
算
す
る
艇
も
あ
る
。

ゲ

1

ス
テ
ミ
ユ
ン
ヂ
で
は
大
隠
百
乃
至
二
百
人
を
算
し
、
叉
ア
ル

ト
ナ
で
は
大
抵
七
十
人
前
後
の
共
有
者
を
有
つ
が
、
八
十
、
四
四
、

凶
十
、
=
一
四
人
等
比
較
的
に
・
少
数
回
例
も
あ
る
。
概
L
て
共
同
出

資
者
の
取
が
増
大
ナ
る
傾
向
に
あ
る
。
且
且
抽
臨
棺
山
知
建
造
裳
備
賓
が

第
三
十
六
繕

四

第
二
披

一
四
六

増
大
の
傾
向
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
出
資
者
の
出
資
額
郎
ち
持

分
の
大
き
は
更
に
直
々
を
極
め
て
ゐ
る
。
例
之
、

1
一
?
?
一

G

2

E

等
比
較
的
に
大
な
る
も
の
か
b
、
日
而

5
而
乃
軍
一

1
而
等
、
小
額
な
も
の
に
至
ヲ
て
は

1
一
問
中

1
一
仰
さ
へ
も

見
受
け
る
。
今
三
十
四
人
の
共
同
出
資
に
成
れ
る
ま
九
宥
組
合
に
就

い
て
持
分
の
分
布
状
態
を
例
示
せ
ば

J
而
一
一
人
、

5
一
則
一
人

4
而一一一人、

3
一
川
七
人
、

2
一
刷
十
一
人
、

1
一
川
十
人
で
あ
る
o

大
慨
に
於
で
洪
同
出
資
者
離
の
大
な
る
仁
灰
1
一
て
各
人
持
分
板
ほ

小
で
あ
る
が
、
総
舶
慈
謹
費
時
多
寡
に
も
由
る
。

共
同
出
資
者
中
前
記
代
表
船
主
が
特
に
多
大
の
持
分
を
保
有

す
る
は
自
明
で
あ
る
が
、
彼
の
持
分
が
過
宇
を
占
め
る
が
如
き

は
殆
ど
た
い
。
さ
れ
ば
、
唯
持
分
の
分
散
せ
る
欣
態
か
ら
の
み

見
れ
ば
、
概
し
て
代
表
船
主
が
支
配
的
地
位
を
擁
し
他
の
共
有

舵
主
を
匿
れ
た
地
位
に
押
し
や
る
と
と
は
た
い
、
と
言
ひ
得
る

か
も
知
れ
ね
が
、
持
分
の
大
小
か
ら
の
み
彼
の
地
位
を
論
じ
、

殊
に
彼
の
持
分
が
全
部
の
過
宇
に
出
る
や
否
や
を
標
準
と
し
て

判
十
る
が
如
き
は
、
数
字
に
捉
は
れ
た
皮
相
観
に
他
た
ら
お
a

成
程
此
組
合
で
は
形
式
上
は
各
持
分
自
費
者
は
持
分
に
臆
じ
た

漁
企
業
管
理
上
の
議
決
纏
を
有
し
、
企
業
の
遂
行
は
線
舎
に
於

洋漁業に支配的地位を占めるものは此種漁業官祉である。〔ロ〕地方白中小銀
行が業設立陀資木参輿骨品潰業曾祉。(ハ)殆E銀行資本の参輿を倹たずして
成立せる小資本金の漁業合社。
“The proper:ty-in a sli.ip -i~hall be divided into el4 shaτes." -M.erch. Shipping 
Act， 1894， S. 5 (Z. 1-3) 
Goldschmidt， H.， "Die JDeutsche Gegenw.a:rt und die See五割:her.d ir:， der 
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け
る
多
数
決
に
従
ふ
の
で
は
あ
る
が
い
代
表
般
主
が
他
の
共
有

舶
主
を
引
十
っ
て
行
く
に
は
必
十
し
も
彼
の
持
分
が
過
学
に
達

す
る
を
要
し
た
い
で
あ
ら
う
。

五

以
上
私
は
濁
乙
遠
洋
汽
船
漁
業
経
管
組
織
の
一
た
る
漁
符
船

共
有
組
合
の
内
部
構
治
を
、
資
本
組
成
様
式
の
闘
す
る
限
り
に

於
て
考
察
し
、
現
に
此
組
織
内
に
於
て
支
配
的
地
位
を
占
め
る

品
目
は
魚
商
を
始
め
と
し
て
諸
種
の
商
人
で
あ
る
乙
と
乞
明
か
に

Tと
" 
私
刈

k
-
F

、
lMμ

日
比
埠
琉

J加点

出
向
-
一
“
u
J
'
S
即
応
小

j
t

-三
t
Z
H
U
恰

y
k
r
v
'
:
f
、
1
a
L

-zJ刈
ゑ
品
川
斤
上
不
一
工
加
古
小
し
v
w
(
F
j
L
1
4

ば
多
数
共
同
出
費
者
を
包
附
帯
す
る
漁
船
共
有
の
組
純
で
あ
る
が

そ
れ
と
同
時
に
そ
れ
は
叉
、
漁
業
と
自
己
の
本
来
の
商
業
と
を

出
判
援
な
特
殊
閥
係
と
と
に
置
く
よ
っ
て
諸
商
品
取
扱
業
者
が
爾

徐
の
共
同
出
資
者
の
犠
牲
に
於
て
組
合
加
一
漁
業
全
酬
聞
か
ら
商
業

上
の
特
殊
利
益
を
汲
み
取
る
仕
組
で
あ
る
こ
と
も
明
か
で
あ
る

惟
ふ
に
、
漁
業
の
規
模
が
漸
次
旗
大
し
所
要
資
金
額
も
亦

E
制

と
た
る
や
、
元
来
少
数
漁
民
家
族
の
範
圏
に
於
て
組
織
せ
ら
れ
.

人
格
的
要
素
を
著
し
く
含
め
る
共
有
共
持
の
共
同
組
織
も
、
漸

攻
に
其
組
合
員
の
範
園
を
披
張
し
、
漁
業
者
の
近
隣
知
友
等
非

濁
乙
遠
洋
汽
般
漁
業
に
於
け
る
漁
船
共
有
組
合
の
内
部
組
織

漁
業
者
を
も
含
む
組
合
と
成
り
、
近
代
に
於
て
は
漁
業
粧
品
百
と

密
接
た
関
係
に
あ
る
諸
種
の
商
人
を
包
擁
す
る
に
至
り
、
そ
れ

と
同
時
に
共
同
様
自
償
も
今
や
資
本
共
同
樫
に
出
現
質
し
、
組
合

員
聞
に
も
経
済
上
の
地
位
の
懸
隔
が
現
れ
来
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
か
る
強
展
の
過
程
の
内
に
私
は
商
人
の
有
す
る
商
品
取
引
資

本
が
共
一
部
を
遊
離
し
て
漁
業
資
本
に
稗
化
す
る
過
程
を
見
出

し
得
る
の
で
あ
る
。
生
産
活
動
が
商
人
資
本
に
依
存
す
る
経
済

関
係
を
我
A

は
問
屋
資
本
制
と
呼
ぶ
。
漁
昨
日
船
共
有
組
合
組
織

μ
現
時
に
於
一
」

μ
ー
日
返
詐
袖
川
紫
の
絞
抑
制
的
特
牲
と
結
び
り
い
て

複
雑
左
紛
飾
を
以
て
現
れ
た
問
屋
資
本
制
の
一
特
殊
慶
態
で
あ

る
、
卸
ち
品
分
山
内
容
一
の
方
式
を
遁
じ
て
商
人
の
資
本
が
漁
業
的

生
高
胞
に
入
り
込
み
、
依
然
問
屋
資
本
制
の
色
彩
を
帯
び
て
ゐ
る

と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
、
共
の
立
て
る
経
神

的
地
盤
は
、
斯
か
る
資
本
共
同
艇
の
形
態
に
後
踊
せ
る
株
式
曾

，
枇
漁
業
の
立
て
る
地
盤
と
は
全
く
臭
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ

れ
ば
或
論
者
の
如
く
に
、
此
の
組
織
に
於
て
見
ら
る
L
商
人
の

漁
業
へ
の
投
資
と
、

R
大
在
銀
行
資
本
の
漁
業
株
式
曾
枇
並
び

に
漁
業
と
相
互
に
聯
絡
せ
る
諸
多
の
株
式
曾
一
世
企
業
と
へ
の
投

第
三
十
大
谷

第

君主

-
町
吋
レ
」

『

E
-

四

J:り摘記。Mittel zl1 ihrer 1王ebung“Berlin.1911. S.. :;1. 

Reinek， a. a. O. S. I78. 
Goldschmidt， a. a. O. S. 52. 
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濁
乙
謹
世
作
汽
艇
漁
業
に
於
げ
る
誠
艇
共
有
組
合
の
内
部
組
織

下
と
を
同
一
視
し
、
雨
者
を
等
し
く
相
互
に
聯
絡
閥
係
に
立
て

る
諸
企
業
の
結
合
す
る
例
と
し
て
「
近
代
的
た
企
業
聯
合
化
の

傾
向
」
と
一
様
に
説
明
す
る
が
如
き
は
、
漁
業
経
済
の
全
機
構

を
立
酬
極
的
に
明
確
な
ら
し
め
、
共
の
枇
曾
粧
品
問
関
係
を
究
明
せ

ん
と
す
る
目
的
か
ら
は
、
採
る
可
か
ら
ざ
る
説
明
の
仕
方
で
あ

る
、
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

漁
汽
舶
共
有
組
合
は
、
現
時
制
乙
遠
洋
漁
業
に
支
配
的
お
株

式
曾
祉
の
組
織
に
歴
史
的
に
先
行
せ
る
資
本
共
同
健
の
組
織
で

あ
る
。
斯
か
る
資
本
組
成
の
様
式
は
雷
に
漁
業
に
止
ま
ら
歩
、

金
融
、
海
運
、
鯖
業
等
現
在
専
ら
株
式
曾
祉
の
組
織
を
以
て
管

ま
れ
て
ゐ
る
諸
経
済
部
門
に
於
て
も
、
中
世
米
期
よ
り
近
代
初

期
に
至
る
時
代
即
ち
未
だ
株
式
曾
祉
の
出
現
せ
ざ
り
し
以
前
に

庚
く
存
し
た
組
織
に
し
て
円
斯
か
る
組
織
を
以
て
よ
く
合
成
し

得
た
五
割
の
資
金
集
積
は
事
業
の
損
大
を
貸
現
ず
る
と
と
を
得

た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
漁
業
経
桝
部
門
に
於
て
も
、
共
経
営

に
愈
々
増
大
す
る
資
金
を
必
要
と
す
る
に
至
る
や
、
範
園
の
狭

〈
限
ら
れ
た
資
金
合
成
の
方
法
学
一
以
て
し
て
は
此
必
要
に
謄
じ

難
く
、

一
九
一
一
年
蛍
時
に
の
o
E
R
F
E告
が
調
乙
海
洋
漁
業

第
三
十
六
巻

四
三
回

第

罰主

一
四
人

に
最
主
要
注
組
織
と
し
て
拳
げ
た
此
漁
船
共
有
組
織
も
、
現
在

遠
洋
汽
船
漁
業
界
に
於
て
は
株
式
品
目
社
漁
業
組
織
に
支
配
的
危

地
位
を
譲
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

漁
汽
般
共
有
組
合
と
漁
業
株
式
曾
祉
と
は
資
本
組
成
上
の
諾

関
係
や
従
っ
て
叉
庚
く
経
済
上
の
諸
開
係
を
異
に
し
て
ゐ
る
。

叉
雨
者
は
、
設
立
後
の
企
業
経
瞥
の
進
展
と
共
に
設
立
営
一
初
企

業
出
議
貼
に
現
存
せ
る
資
本
の
自
己
展
開
の
械
部
を
も
異
に
す

る
。
滋
に
は
唯
漁
汽
舶
共
有
組
合
に
あ
っ
て
は
、
株
式
曾
枇
と

は
異
り
て
、
川
固
有
の
基
本
金
一
を
有
せ
や
何
株
式
と
い
ふ
庚
き

鶴
寅
融
遁
牲
を
有
せ
る
詮
怒
と
異
れ
る
持
分
に
よ
り
て
資
金
の

合
成
せ
ら
る
L

と
と
川
事
業
利
益
の
殆
全
部
を
共
同
州
資
者
間

に
配
分
し
蓋
し
川
修
繕
容
量
ハ
他
の
経
費
に
し
て
事
業
利
盆
中
よ

り
支
出
し
難
き
も
の
あ
る
時
は
共
都
度
持
分
に
底
じ
て
共
同
出

費
者
よ
り
醜
出
せ
し
め
る
と
い
ふ
主
要
注
特
徴
を
摘
記
し
置
〈

に
止
め
、
共
等
諸
結
に
就
い
て
の
評
論
は
こ
れ
を
他
の
機
曾
に

譲
る
と
と
L
す
る
。

我
邦
に
も
こ
札
に
類
似
せ
る
漁
業
組
織
が
現
容
し
、
且
つ
近
海
・
這

津
漁
業
の
俊
達
に
伴
ひ
で
漸
暗
唱
の
傾
向
に
あ
る
。
倒
之
、
静
岡
勝
清
水

溶
魚
問
屋
等
を
中
心
と
せ
る
岡
麟
御
前
崎
漁
船
、
宮
城
脱
帽
哩
釜
港
魚
問

Goldscbmidt， a. a. O. S. S.5; Heinek， a. a. O. S. '7S・
G. Schmoller， Grundd時 deraIJg. Volkswirt出 haftslehre. 1. Teil. S. S21 ff. 
W. Sl1mbart， DeγM '<leme Kapitalismus. II lkl. IX Kapitel， spez. S. 84日.

倫海運業に於ける船舶共有組合組織に閲しては、 E田 il，Fitger， "Die wirt-
schaftlu.:he und teCluu~ch t: J~ntwICklUng der S t.:f. ::scllÏぽ~hrtp“ Leipzig， 1902， S. 
99-101• 



屋
等
を
中
心
と
せ
る
三
陸
方
面
機
船
底
曳
網
漁
船
の
組
織
等
。
併
し
、

此
毎
に
あ
っ
て
は
、
乗
組
挽
夫
の
士
山
岡
出
資
が
可
成
り
大
き
な
意
義
を

有
し
且
ヲ
祖
業
経
瞥
は
直
接
分
金
制
を
採
用
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
務
乙

の
漁
汽
般
車
胃
有
組
合
の
加
〈
勢
働
カ
か
ら
隔
在
せ
る
阜
な
る
漁
業
費
木

宍
問
題
と
は
呉
れ
る
も
の
で
あ
る
。
唯
漁
般
に
投
下
さ
る
べ
脅
資
金
令

成
の
様
式
よ
虫
類
型
か
ら
見
れ
ば
、
雨
者
の
聞
に
大
差
は
な
い
の
で
あ

玄
旬
。

(
七
・
九
)

る。注
目
す
べ
き
教
授
の
論
文
を
中
心
と
し
て
友
し
た
る
も
の
で
あ

第
三
十
六
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